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本誌同欄で 1979年に取り上げて以来 20年あまりを経
て，分析科学の進歩とともに公定分析法も変化してきてい

ます。あらためて各分野における位置付け，内容を概説

し，読者に資するよう企画いたしました。

「ぶんせき」編集委員会

表1 大気の環境基準に係る項目の測定方法｛環境庁告示第4号
（平成9年）別表｝

物 質 環境上の条件 測定方法

ベンゼン 1年平均値が
0.003 mg/m3

以下であるこ
と。

キャニスター若しくは捕集管により採取した
試料をガスクロマトグラフ質量分析計により
測定する方法又はこれと同等以上の性能を有
すると認められる方法

トリクロ
ロエチレ
ン

1年平均値が
0.2 mg /m3以
下であること。

キャニスター若しくは捕集管により採取した
試料をガスクロマトグラフ質量分析計により
測定する方法又はこれと同等以上の性能を有
すると認められる方法

テトラク
ロロエチ
レン

1年平均値が
0.2 mg /m3以
下であること。

キャニスター若しくは捕集管により採取した
試料をガスクロマトグラフ質量分析計により
測定する方法又はこれと同等以上の性能を有
すると認められる方法

ジクロロ
メタン

1年平均値が
0.15 mg/m3以
下であること。

キャニスター若しくは捕集管により採取した
試料をガスクロマトグラフ質量分析計により
測定する方法又はこれと同等以上の性能を有
すると認められる方法

環境 I（水質・大気)

1 は じ め に

一般的に，環境分野における公定法とは国や公的団体により

定められた化学分析法と表現することができる。しかし，その

内容については，次のように分類できる。

◯P 環境基準や排出基準等の規制に係る公定法

◯Q 規制するまでもないが，環境中の暴露状況を監視するため

に作成された公定法

◯R その他公的団体が測定方法としてとりまとめたもの

ここでは，紙面の都合もあり，◯P に示した国で定めた環境

基準にかかわる公定法のうち，特に有機化合物についてのもの

を中心に紹介する。

規制にかかわる公定法の提示の流れとしては，法律に基づい

て告示，施行令等により規制にかかわる基準値が定められてい

る。その中で測定法の概要が記載され，JIS，告示法あるいは

マニュアルという形で提示される。基本的に，JISに集録され

ている測定方法はなるべく JIS法を採用し，JISにないものに

ついて告示法，マニュアルという形で測定法が提示されている。

2 大気測定にかかわる公定法

2･1 環境基準項目にかかわる公定法

大気の環境基準については，環境基本法（平成 5年法律第

91号）第 16条に大気汚染，水質汚濁及び土壌汚染にかかわる

環境基準を定める規定が示されており，その規定を受けて大気

の環境基準及びその測定方法が，環境庁告示第 4号の「ベン

ゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」で規定され

ている（表 1）。

大気環境基準にかかわる項目の測定方法の詳細については，

中央環境審議会大気部会モニタリング専門委員会の答申をもと

に以下の「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」が作成され

た。

○有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成 9年 環境庁

大気保全局大気規制課）

É揮発性有機化合物（アクリロニトリル，塩化ビニルモノ

マー，クロロホルム，1,2_ジクロロエタン，ジクロロメ

タン，テトラクロロエチレン，トリクロロエチレン，1,3_

ブタジエン，ベンゼン)F[測定法］òP 容器採取_GC/MS

法，òQ 固体吸着_溶媒抽出_GC/MS法，òR 固体吸着_加

熱脱着_GC/MS法

Éホルムアルデヒド，アセトアルデヒドF[測定法］òP 固体

捕集_HPLC法，òQ 固体捕集_GC（FTD, NPD）法，òR

固体捕集_GC/MS法，òS 溶液吸収_HPLC法

É金属類Fニッケル，ヒ素，水銀，ベリリウム，マンガン，

クロム

○有害大気汚染物質測定方法マニュアル（平成 11年 環境庁

大気保全局大気規制課）

É酸化エチレンF[測定法］òP 固相捕集_溶媒抽出_GC/MS

法

Éベンゾ( a)ピレンF[測定法］òP フィルター捕集_HPLC

法，òQ フィルター捕集_GC/MS法

2･2 その他の公定法

大気汚染防止法（昭和 43年法律 97号）において，排出基

準を定める有害大気汚染物質を指定物質と規定し，その抑制基

準を「大気汚染防止法附則第 9条の規定に基づく指定物質抑

制基準」｛環境庁告示 5号（平成 9年 2月）｝で提示している。

その測定方法については，「排出ガス中の指定物質の測定方法

マニュアル」｛環境庁大気保全局大気規制課（平成 9年）｝に

示されている。その内容は，テトラクロロエチレン，トリクロ

ロエチレン，ベンゼンについて，下記の方法を規定している。

òP バッグ採取法FGC法（FID, ECD）または GC/MS法

（直接導入法）

òQ 真空ビン採取法FGC法または GC/MS法（直接導入法）

òR キャニスター採取法FGC法または GC/MS法（直接導入

法）

òS 固体吸着採取法FGC法または GC/MS法（溶媒抽出導入

法）
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表2 水質汚濁に関する環境基準項目と測定方法｛環境庁告示第
59号（昭和46年12月）｝

項 目 基準値 測定方法

カドミウム，全シ
アン，鉛，六価ク
ロム，砒素，総水
銀，セレン

略 略

アルキル水銀 検出されないこと 公共用水域告示付表 2に掲げる
方法（GC_ECD法）

PCB 検出されないこと 公共用水域告示付表 3に掲げる
方法（GC_ECD法）

ジクロロメタン 0.02 mg/l以下 規格 K 0125の 5.1, 5.2, 5.3.1又
は 5.3.2に定める方法
パージ・トラッフ GC/MS法
ヘッドスペース GC/MS法
パージ・トラップ GC(ECD)法
（1,2_ジクロロエタン，1,3_ジ
クロロプロペンのみ）
パージ・トラップ GC(FID)法
（1,3_ジクロロプロペンは除く）

1,2 _ジクロロエ
タン

0.004 mg/l以下

1,3 _ジクロロプ
ロペン

0.002 mg/l以下

1,1 _ジクロロエ
チレン

0.02 mg/l以下

シス_1,2_ジクロ
ロエチレン

0.04 mg/l以下

ベンゼン 0.01 mg/l以下

トリクロロエチレ
ン

0.03 mg/l以下 規格 K 0125の 5.1, 5.2, 5.3.1,
5.4.1又は 5.5に定める方法
パージ・トラップ GC/MS法
ヘッドスペース GC/MS法
パージ・トラップ GC(ECD)法
ヘッドスペース GC(ECD)法
溶媒抽出 GC(ECD)法

テトラクロロエチ
レン

0.01 mg/l以下

四塩化炭素 0.002 mg/l以下

1,1,1_トリクロロ
エタン

1 mg/l以下

1,1,2_トリクロロ
エタン

0.006 mg/l以下

チウラム 0.006 mg/l以下 公共用水域告示付表 4に掲げる
方法（溶媒・固相抽出 HPLC法）

シマジン 0.003 mg/l以下 公共用水域告示付表 5の第 1又
は第 2に掲げる方法
溶媒・固相抽出 GC/MS法
溶媒・固相抽出 GC(ECD)法

チオベンカルブ 0.02 mg/l以下

備考
1 基準値は年間平均値とする。ただし，全シアンに係る基準値に
ついては，最高値とする。

2 「検出されないこと」とは，測定方法の欄に掲げる方法により
測定した場合において，その結果が当該方法の定量限界を下回
ることをいう。

表3 ダイオキシン類の測定方法｛環境庁告示第68号（平成11年
12月）｝

媒体 基準値 測定方法

大気 0.6 pg_TEQ/m3

以下
ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ
紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採
取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質
量分析計により測定する方法

水質 1 pg_TEQ/l以下 日本工業規格 K 0312に定める方法（溶媒抽
出あるいは固相抽出_GC/MS法）

土壌 1,000 pg_TEQ/g
以下

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックス
レー抽出し，高分解能ガスクロマトグラフ質
量分析計により測定する方法

備考
1 基準値は，2,3,7,8_四塩化ジベンゾ_パラ_ジオキシンの毒性に
換算した値とする。

2 大気及び水質の基準値は，年間平均値とする。
3 土壌にあっては，環境基準が達成されている場合であって，土
壌中のダイオキシン類の量が 250 pg_TEQ/g以上の場合には，
必要な調査を実施することとする。

3 水質測定にかかわる公定法

3･1 水質基準項目にかかわる公定法

水質汚濁に係る環境基準についても大気と同様に環境基本法

16条を受けて，「水質汚濁に係る環境基準について」（表 2）

により人の健康の保護に関する環境基準項目として環境基準値

及び測定方法が示されている。

測定方法について，JISで規定されている項目については

JISを，その他の項目についてはこの告示の中で付表 1～9と

して提示されている。

また，地下水の水質汚濁にかかわる環境基準についても，水

質汚濁の基準の一つとして定められており，「地下水の水質汚

濁に係る環境基準」｛環境庁告示第 10号（平成 9年 3月）｝の

別表で提示されている。

3･2 その他の公定法

水質については，排水基準に係る測定方法として「環境庁長

官が定める排水基準に係る検定方法」（昭和 49年 9月環境庁

告示第 64号）が制定されている。その他の主な告示法として

以下の測定法が制定されている。

要監視項目F｢水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基

準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」｛環水規

第 121号（平成 5年 4月）｝

要調査項目F｢要調査項目等調査マニュアル」｛環境省環境管理

局水環境部管理課（平成 14年 9月）｝

環境ホルモン物質F｢外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マ

ニュアル」｛環境庁水質保全局水質管理課（平成 10年 10月）｝

ゴルフ場農薬F｢ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の

防止に係る暫定指導指針」｛環水土第 77号（平成 2年 5月），

別添で分析法（排出水に係るゴルフ場使用農薬標準分析方法）｝

4 ダイオキシン類測定にかかわる公定法

ダイオキシンについては，ダイオキシン類対策特別措置法

（平成 11年法律 105号）第 7条において，大気，水質，土壌

について環境基準を定めることとしている。これを受けて，

「ダイオキシン類による大気の汚染，水質の汚濁及び土壌の汚

染に係る環境基準について」（表 3）において環境基準値及び

その測定方法が提示されている。

ここで示された方法の詳細については，水質については JIS

K 0312を取り入れ，大気，土壌，底質については下記のマ

ニュアルが環境省により制定された。

ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル

｛環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室，

大気環境課（平成 13年 8月）｝

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル

｛環境庁水質保全局（平成 12年 1月）｝

ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル

｛環境庁水質保全局（平成 12年 3月）｝

なお，底質については，現在中央環境審議会において環境基

準値が答申された段階である。

〔ò財日本環境衛生センター 仲山伸次〕


